
　
1
8
7
4
年
創
業
の
豊
村
酒
造
の
建
造
物

は
、
ほ
と
ん
ど
が
明
治
時
代
か
ら
昭
和
初
期

に
建
築
さ
れ
た
も
の
で
、
最
も
古
い
酒
蔵
は

築
1
4
0
年
を
越
え
て
い
ま
す
。所
有
者
に

よ
っ
て
大
切
に
管
理
さ
れ
て
き
た
た
め
、
建

築
当
時
の
姿
を
よ
く
残
し
て
い
ま
す
。ま
た
、

地
域
イ
ベ
ン
ト
な
ど
の
会
場
と
し
て
利
用
さ

れ
る
な
ど
、
地
域
に
開
か
れ
た
存
在
と
し
て

も
親
し
ま
れ
て
き
ま
し
た
。

　
解
体
が
取
り
沙
汰
さ
れ
る
き
っ
か
け
は
、

平
成
17
年
に
発
生
し
た
福
岡
県
西
方
沖
地
震

で
し
た
。大
き
な
施
設
な
の
で
、所
有
者
は
こ

れ
ま
で
修
繕
な
ど
の
維
持
管
理
に
苦
心
し
て

き
ま
し
た
が
、
こ
の
地
震
は
豊
村
酒
造
の
建

造
物
に
も
被
害
を
与
え
ま
し
た
。煙
突
が
ひ

び
割
れ
、
安
全
性
の
問
題
か
ら
修
理
を
す
る

に
し
て
も
、
大
き
な
負
担
が
想
定
さ
れ
ま
し

た
。ま
た
、昨
今
の
頻
発
す
る
大
雨
な
ど
で
維

持
管
理
費
が
増
え
、
こ
れ
ま
で
の
よ
う
な
維

持
が
難
し
く
な
る
こ
と
も
予
想
さ
れ
ま
し
た
。

　
所
有
者
の
豊
村
源
治
さ
ん
、
理
惠
子
さ
ん

夫
妻
は
、
創
業
以
来
受
け
継
い
で
き
た
建
造

物
を
で
き
る
だ
け
保
存
し
た
い
と
い
う
想
い

が
あ
り
ま
し
た
。し
か
し
、こ
れ
ま
で
の
よ
う

な
管
理
は
難
し
い
と
考
え
、
断
腸
の
思
い
で

建
造
物
と
煙
突
の
解
体
も
視
野
に
、
今
後
の

維
持
管
理
の
方
策
を
検
討
し
始
め
た
の
で
し

た
。豊
村
さ
ん
夫
妻
は「
大
雨
や
台
風
の
際
に

瓦
の
飛
散
な
ど
で
近
隣
住
宅
に
被
害
が
及
ぶ

こ
と
を
特
に
懸
念
し
た
」と
話
し
ま
す
。

さ
か
ぐ
ら

文化財指定書伝達式にて指定書を持つ、左から豊村源治さん、理惠子さん、祐二郎さん▶

　江戸時代から明治時代にかけて塩の積み出しと海運で栄えた津屋崎。当時
の面影は今もまちなみの中に残っています。その中心にあるのが令和６年１
月に国の重要文化財に指定された豊村酒造旧醸造場施設。津屋崎千軒地区の
ランドマークである煙突とともに建造物は重要文化財として末永く保存さ
れることになりました。
　しかし、豊村酒造旧醸造場施設が重要文化財として保存されるに至るまで
は決して平たんな道のりではありませんでした。そこには地域住民のまちな
み保存に対する想い、そして所有者の苦悩と決断がありました。本特集では、
今後のまちなみ保存の糧とするために、保存に至る過程を振り返るとともに、
重要文化財に指定された建造物の概要を紹介します。

解
体
の
危
機

ま
ち
な
み
を
守
り
、伝
え
る

「
豊
村
酒
造
旧
醸
造
場
施
設
」
国
の
重
要
文
化
財
指
定
記
念
特
集
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藍の家
（旧上妻家住宅）

附･塀0              5            10           15            20m   

附･煙突

　豊村酒造旧醸造場施設は、明治期に福岡県下で最大級の醸造量を誇った日本酒醸造施設です。明治 7
（1874）年の創業から着実に生産高を伸ばし、明治25 年頃には約 4,000石（約 600ｔ）を仕込むまでに至
りました。明治28 年の全国酒造家番付では、九州で唯一の「幕の内」に据えられています。
　建造物は明治10 年代に最初の酒蔵（古酒倉 2 棟）が建てられ、明治20 年には店舗兼住居として主屋
が建てられました。大正時代には仕込庫をはじめとする酒造施設が拡充されるとともに本座敷を建築する
など、現在の建造物の基本構成が整いました。酒造に関わる一連の施設が酒造道具とともに良好に保存さ
れていて、近代の醸造工程を知ることができる点で価値が高いものです。また、主屋は福岡市近郊の町家
の中で最大級の規模があり、取次を吹き放ちとして2階に高欄を廻す点、土間に曲がった丸太を縦横に何
段も重ねた梁組を見せる点など、福岡市近郊の町家にみられる特徴をよく残していることも重要です。

主　屋
大工棟梁は博多櫛田前町の山崎清
蔵。写真は取次の間。天井は吹き抜
けとなっていて、2階に高欄を廻して
いる。博多町家の特徴をよく残して
いる。

豊村酒造旧醸造場施設とは

旧醸造場施設配置図 1/500

酛取場
仕込庫

槽倉

釡場

酒庫

麹室

納戸蔵

本座敷
主屋

試験室

作業場

古酒倉（南）

古酒倉（北）

：重要文化財指定範囲

教安寺

麹室･酒庫
大正 3（1914）年に古家を再用して
建築。蒸米から麹造りを行う施設。
酒庫は明治 43（1910）年建築。酒の
貯蔵施設。

釡　場
大正 3（1914）年建築。2基の釜を
配置して、地中の煙道で煙突とつな
がっている。酒米を蒸したり、圧搾後
の酒の火入れをしたりする施設。

槽　倉
大正 3（1914）年建築。もろみを圧
搾して原酒を採取する工程を担った
施設。圧搾機が現存している。

仕込庫
大正 3（1914）年建築。1階で、もろ
み打ち（段仕込み作業）を4日間か
けて行った。2 階は麹室としても使
用された。

煙　突
昭和 5（1930）年建設着手。高さ
21.38ｍ。津屋崎千軒地区のランド
マークとなっている。

１　文化財の種別　　有形文化財（建造物）
２　指定年月日　　令和6年1月19日
３　名　　　称　　豊村酒造旧醸造場施設　
４　員　　　数　　・建造物12棟（主屋、本座敷、納戸蔵、麹室、酒庫、釜場、仕込庫及び酛取場、
　　　　　　　　　　　槽倉、試験室、古酒倉（南）、古酒倉（北）、作業場）
　　　　　　　　　　･附指定５件（煙突･塀･家相図･図面･資産台帳）
　　　　　　　　　　･土地４筆（計2,818.84 ㎡）
　　　　　　　　　　※附指定とは、文化財指定をする際に文化財本体に関連する物品や資料などを
　　　　　　　　　　　本体と併せて文化財指定すること

指定内容指定内容

見学時間　午前10時～午後4時（お盆と年始は休業。休業日は毎年異なりますのでお問合せください）
問い合わせ先　一般財団法人 津屋崎豊村喜三郎記念財団　※現在、主屋のみが見学可能です
　　　　　　☎０９４０・５２・０００１　   E-mail：info@toyomurashuzou.jp

見学案内見学案内

おもや こうじむろ さかぐら かまば

ふなぐら しこみぐら えんとつ

こしゅぐら

しこみぐら

おもや

とりつぎ こうらん まわ

はりぐみ

まちや

つけたり



　
豊
村
酒
造
の
煙
突
は
津
屋
崎
千

軒
地
区
の
ラ
ン
ド
マ
ー
ク
で
あ
り
、

酒
蔵
は
さ
ま
ざ
ま
な
イ
ベ
ン
ト
の

会
場
と
し
て
活
用
さ
れ
て
き
た
た

め
、
地
域
住
民
に
愛
着
を
持
っ
て

受
け
入
れ
ら
れ
て
き
ま
し
た
。

　
建
造
物
と
煙
突
の
解
体
を
耳
に

し
た
地
域
住
民
は
、
津
屋
崎
千
軒

地
区
の
ま
ち
な
み
の
中
心
的
な
存

在
が
失
わ
れ
る
こ
と
に
危
機
感
を

持
ち
、
保
存
に
向
け
て
立
ち
上
が

り
ま
し
た
。平
成
28
年
6
月
に
地

域
住
民
を
中
心
と
し
て
「
津
屋
崎

千
軒
を
未
来
に
つ
な
ぐ
会
」
が
結

成
さ
れ
、
保
存
の
た
め
の
署
名
活

動
や
建
造
物
の
学
術
調
査
が
始
ま

り
ま
し
た
。最
終
的
に
６
千
筆
を

超
え
る
署
名
が
集
ま
り
、
平
成
29

年
４
月
に
市
長
へ
保
存
の
要
望
書

が
提
出
さ
れ
ま
し
た
。

　
地
域
住
民
を
中
心
と
す
る
市
民

の
活
動
を
受
け
て
、
市
で
も
平
成

29
･
30
年
度
に
建
造
物
･
煙
突
の

現
況
調
査
、保
存
対
策
調
査
、お
よ

び
今
後
の
活
用
可
能
性
を
探
る
調

査
に
取
り
組
み
ま
し
た
。そ
の
結

果
、
建
造
物
な
ど
は
建
築
当
初
の

状
態
で
良
好
に
保
存
さ
れ
て
い
る

こ
と
が
確
認
さ
れ
ま
し
た
。醸
造

に
関
わ
る
一
連
の
施
設
が
酒
造
道

具
と
と
も
に
残
っ
て
い
る
こ
と
は
、

近
代
の
醸
造
作
業
や
工
程
を
復
元

す
る
こ
と
が
で
き
る
点
で
、
特
に

重
要
で
す
。近
代
に
隆
盛
し
た
醸

造
施
設
の
本
質
的
な
機
能
が
現
存

す
る
と
い
う
大
き
な
成
果
を
得
る

こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　
一
方
、
福
岡
県
も
平
成
27
〜
29

年
度
に
近
代
和
風
建
築
総
合
調
査

を
実
施
し
て
い
て
、
こ
の
中
で
豊

村
酒
造
の
建
造
物
も
詳
し
く
調
査

さ
れ
ま
し
た
。こ
の
調
査
に
よ
っ

て
、
豊
村
酒
造
の
建
造
物
の
文
化

財
的
価
値
や
重
要
性
を
福
岡
県
の

近
代
和
風
建
築
の
中
で
位
置
付
け

る
こ
と
が
可
能
と
な
り
ま
し
た
。

　　
豊
村
酒
造
の
建
造
物
は
、
店
舗

と
し
て
利
用
さ
れ
る
主
屋
の
構
造

が
、
福
岡
市
や
そ
の
近
郊
で
み
ら

れ
る
町
家
建
築
と
類
似
し
て
い
ま

し
た
。福
岡
市
で
は
こ
の
種
の
建

造
物
の
多
く
が
空
襲
や
都
市
開
発

で
失
わ
れ
て
い
る
た
め
、
福
岡
市

周
辺
の
近
世
町
家
建
築
が
近
代
に

お
い
て
ど
の
よ
う
に
発
展
し
た
の

か
を
示
す
貴
重
な
事
例
で
あ
る
こ

と
が
分
か
っ
た
の
で
す
。

市
民
が
保
存
運
動
を
展
開

福
津
市･

福
岡
県
に
よ
る

調
査
を
実
施

貴
重
な
事
例
だ
と
判
明

　保存活動を始めた目的は、豊村酒造だけを残せばいいということではなく、津屋崎千軒全体をどう保存
していくのか、千軒の中核として豊村酒造をどうしていくのか、千軒全体を未来にどう伝えていくのかと
いうことでした。ですから、豊村酒造が重要文化財に指定されて終わりではありません。また、文化財指定に
至るまでに、保存に向けての地域住民の活動があったということを忘れてはいけません。
　しかし、保存活動を始めたころは「なぜ豊村酒造だけを残さなければならないのか」「重要文化財だろうが、
なかろうが、自分たちの生活にはそんなに影響はない」というような意見もありました。津屋崎千軒全体を
残していくためということで納得してもら
いましたが、それだけ住民のさまざまな想
いを経て今があります。また、国の重要文化
財に指定されたということは、保存や利活
用をするときにいろいろと制約が生じてく
ると思いますが、豊村さんだけに負担が掛
からないよう、今後も福津市には人や財政
などの支援を引き続きお願いします。もち
ろん地元として津屋崎郷づくりもできるだ
けの協力をしていきたいと思っています。
　豊村酒造が文化財に指定され、津屋崎千
軒全体が活性化することは良いことなのか
もしれませんが、津屋崎千軒の雰囲気が損
なわれては意味がありません。今の落ち着
いた雰囲気の中で生活したいという人もお
られます。活性化して特定の場所に利益を
生み出すだけでなく、住んでいる人にもメ
リットが感じられるようにすることが大切
だと思います。津屋崎千軒全体が、住民に
とっても訪れる人にとっても「良いまち」に
ならなければならないと強く思っています。

津屋崎千軒を未来にどう伝えるか
住民にも訪れる人にも「良いまち」に
津屋崎千軒を未来にどう伝えるか
住民にも訪れる人にも「良いまち」に

文化財指定で終わりではない
みんなの力でまちなみを保存する
文化財指定で終わりではない
みんなの力でまちなみを保存する
文化財文化財 終終

保存保存
津屋崎千軒津屋崎千軒 未来に未来に

まちなみまちなみ

　重要文化財指定後、県外からもたくさんの旅行客が来ました。多くの人が、新聞やテレビで指定された
ことを知ってくれたようです。私がガイドをしていても、来てくれた人の反応は上々です。
　しかし、福津市内での認知度は低いように感じます。もっと宣伝が必要です。実際に中を見てもらって、
説明を聞いてもらえれば、きっと「すごい」とその価値に驚くはずです。
　豊村酒造が重要文化財に指定されたことで、藍の家とともに、津屋崎千軒の中心として、今後も保存さ
れることになります。ただ、この場所に昔から住んで商売をしている人たちも、亡くなったり高齢になっ

たりして、家を手放す人が増えてきました。
津屋崎千軒の雰囲気が良いと移住してく
る人も、家を新しく建て、その場所で商売
をすることはほとんどないのではないで
しょうか。
　すると建物があっても、店の前などに人
が集まることはなくなっていき、シャッ
ター商店街と同じようなさびしい場所に
なるかもしれません。今風の家が並ぶ、ど
こにでもあるまちになってしまう恐れが
あります。
　豊村酒造もただ残るだけでなく、保存さ
れたまちなみの中に溶け込みながら残っ
ていくことが大切です。しかし、まちなみ
を保存するにしても個人の善意に頼ると、
金銭的な部分など難しいこともあります。
　そこで、何らかの行政の手を入れること
は必要です。文化財指定されて終わりでは
なく、今後もみんなで力を合わせて、さま
ざまなことに取り組んでいくことが大切
だと思います。

藍の家保存会代表、ボランティアガイド  古閑由美さん 津屋崎郷づくり協議会会長 楠田元明さんInterview vol.2 Interview vol.1

津屋崎千軒津屋崎千軒
良いまち良いまち
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人の「ぬくもり」が後世にまちを伝える
みんなで守っていかなければ

人の「ぬくもり」が後世にまちを伝える
みんなで守っていかなければ

後世後世
守って守って

人人 伝伝

　私は小学６年生のときに終戦を迎え、戦争ではいろんなものが壊されました。そこで守れるものは
守らなければという想いと、そういう想いを持った人のみんなの力が、藍の家保存活動の原動力でし
た。資金はなく、津屋崎の風景を題材に絵葉書を作り、その利益を活動費用にしていました。
　保存が決まった後も、イベントなどを行う補助金は津屋崎町からもらっていましたが、人件費など
は合併後に福津市から管理費の一部としてもらうまでは、ありませんでした。そのためほとんどボラ
ンティアで、香典返しなどみんなでお茶を持ち寄って、お客さんを接待していました。
　20年くらい前には「町並み保存会」を立ち上げて、津屋崎千軒全体の保存活動も行うようになりま
した。当時は、先進的な取り組
みだということで、多くのメ
ディアにも取り上げられまし
た。それがきっかけの一つに
なって、移住してきた人、まち
なみを学びに来た大学生なども
含めて、本当にたくさんの人間
関係の輪が広がっていきまし
た。そしてそういう人たちや地
元住民など、地元の「ぬくも
り」を知っている人が後世にこ
のまちを伝えていってくれるの
ではないかと感じます。
　豊村酒造が重要文化財になっ
て一番大変なのは豊村さんで
す。今後も豊村さんが保存に力
を尽くしてくれることには感謝
しかありません。文化財になっ
たということは、みんなのもの
になったということですから、
行政や市民、みんなが守ってい
かなければなりません。

　
市
民
の
保
存
活
動
や
、
県
・
市

の
調
査
に
よ
っ
て
文
化
財
と
し
て

の
評
価
が
明
確
と
な
っ
た
こ
と
で
、

所
有
者
も
建
造
物
を
保
存
す
る
方

策
が
な
い
か
考
え
る
よ
う
に
な
り

ま
し
た
。安
全
性
が
危
惧
さ
れ
た

煙
突
も
耐
震
面
に
大
き
な
問
題
が

な
い
こ
と
が
分
か
っ
た
の
も
後
押

し
に
な
り
ま
し
た
。そ
の
後
、文
化

庁
調
査
官
の
現
地
調
査
で
、
建
造

物
が
文
化
財
と
し
て
評
価
で
き
る

見
解
が
示
さ
れ
、
所
有
者
は
建
造

物
を
文
化
財
と
し
て
保
存
す
る
こ

と
を
決
断
し
ま
し
た
。

　
所
有
者
の
意
向
を
受
け
て
、
市

は
県
と
と
も
に
文
化
庁
と
協
議
を

重
ね
ま
し
た
。そ
の
結
果
、令
和
5

年
の
文
化
審
議
会
に
重
要
文
化
財

の
候
補
と
し
て
諮
問
さ
れ
、
同
年

11
月
24
日
に
重
要
文
化
財
に
指
定

す
る
よ
う
文
部
科
学
大
臣
に
答
申

さ
れ
ま
し
た
。そ
の
後
、令
和
6
年

1
月
19
日
の
官
報
告
示
で
正
式
に

有
形
文
化
財（
建
造
物
）と
し
て
重

要
文
化
財
に
指
定
さ
れ
ま
し
た
。

　
重
要
文
化
財
は
国
民
共
有
の
財

産
で
あ
る
た
め
、
所
有
者
に
は
重

要
文
化
財
を
適
切
に
保
存
し
、
公

開
活
用
す
る
義
務
が
課
さ
れ
ま
す
。

　
所
有
者
は
、
重
要
文
化
財
の
指

定
を
受
け
る
こ
と
で
、
大
き
な
責

任
を
負
う
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、

津
屋
崎
千
軒
地
区
の
ま
ち
な
み
保

存
の
観
点
か
ら
重
要
文
化
財
と
し

て
保
存
し
て
い
く
こ
と
を
決
断
し

ま
し
た
。こ
の
決
断
に
至
る
背
景

に
は
、
地
域
住
民
の
ま
ち
な
み
保

存
に
対
す
る
熱
い
思
い
が
あ
っ
た

か
ら
に
他
な
り
ま
せ
ん
。

　　
令
和
５
年
7
月
に
は
一
般
財
団

法
人
津
屋
崎
豊
村
喜
三
郎
記
念
財

団（
以
下
、
財
団
）が
設
立
さ
れ
ま

し
た
。今
後
は
、財
団
が
重
要
文
化

財
の
所
有
者
と
な
っ
て
保
存
と
活

用
を
担
い
ま
す
。建
造
物
そ
の
も

の
の
保
存
と
活
用
に
と
ど
ま
ら
ず

津
屋
崎
千
軒
地
区
の
活
性
化
に
も

取
り
組
ん
で
い
く
予
定
で
す
。

　
来
年
度
以
降
、重
要
文
化
財
と
し

て
必
要
な
防
災
設
備
の
整
備
や
保

存
修
理
、そ
の
後
の
公
開
活
用
に
先

立
つ
建
造
物
の
現
況
調
査
や
耐
震

調
査
な
ど
の
事
業
に
着
手
し
て
い

く
こ
と
に
な
り
ま
す
。市
は
、
国
･

県
と
と
も
に
、重
要
文
化
財
が
将
来

に
わ
た
っ
て
適
切
に
保
存
さ
れ
、文

化
財
的
価
値
を
生
か
し
た
活
用
が

継
続
的
に
実
施
で
き
る
よ
う
所
有

者
を
支
援
し
て
い
き
ま
す
。

所
有
者
の
決
断

豊
村
酒
造
旧
醸
造
場

施
設
の
こ
れ
か
ら

地域にとっても意味があるものに地域にとっても意味があるものに意味意味地域地域
　西方沖地震の後は、どこからどう補修していけばいいのかわからない状態でした。最低限の補修を
するにも相当の費用が掛かり、修繕費用のために働いているような感覚でした。
　瓦が飛ばないように、壁がはがれないように、雨漏りをしないようにと常に大工さんが仕事をして
いるような感じで、周辺住民にも迷惑が掛からないように常に気を付けていました。
　いろんなところから活用方法はないかと視察にも来ましたが、改修費用などの面で折り合いが付き
ませんでした。煙突の損傷もあったので、万が一にでも周辺住民に被害が有ってはいけないと思い、
地元の業者から解体業者を紹介してもらい見積りを取ったことはありました。
　しかし、基本的には残していきたいという想いがある中、福岡県から重要文化財に指定する価値が
あるという話をいただきました。

　重要文化財に指定されて一安心という気持ちもありますが、
これからも大変で責任があるなということも感じてい
ます。正直、今はどうやって家を残すかということ
で頭がいっぱいで、それ以上のことは考えられま
せん。ただ、これを機会に、先祖がどのようなこ
とをしてきたのかを振り返り、先祖がここまで家
を盛り立ててきたということに敬意を払い、子孫
としてしっかり応えたいと思います。
　またここを残す以上は、津屋崎地区の中心

的なものの一つとして、地域にとって
意味があるものにしていかなければ
ならないし、そういう可能性があ
ると考えています。そのために、
地域の人や行政の力を借りな
がら、今後もできる限り
のことはしていきたいと
思います。
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